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貸
付
対
象
者

　
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

・
学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
高

等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、

専
修
学
校（
高
等
課
程
及
び

専
門
課
程
に
限
る
。）、
大
学

（
短
期
大
学
を
含
む
。）、
大

学
院
に
在
学
中
ま
た
は
入
学

が
決
定
し
て
い
る
方

・
保
護
者
が
町
内
に
住
所
を
有

す
る
方

・
学
業
に
優
れ
、
修
学
期
間
を

終
了
の
見
込
み
の
あ
る
方

・
学
校
長
ま
た
は
出
身
学
校
長

が
奨
学
生
と
し
て
適
当
と
認

め
、
推
薦
し
た
方

・
貸
付
対
象
者
の
属
す
る
世
帯

に
お
い
て
、
町
税
に
未
納
が

な
い
こ
と

貸
付
期
間

　
決
定
の
あ
っ
た
月
か
ら
、
そ

の
学
校
に
お
け
る
正
規
の
修
学

期
間
を
終
了
す
る
ま
で

貸
付
金
額

・
高
等
学
校
・
高
等
専
門
学
校

ま
た
は
専
修
学
校
の
高
等
課

程
　
月
額
１
万
円
以
内

・
大
学（
短
期
大
学
を
含
む
。）・

大
学
院
・
専
修
学
校
の
専
門

課
程

　
月
額
３
万
円
以
内

貸
付
利
息  
免
除

返
還
方
法

　
貸
付
終
了
の
６
ヶ
月
後
か
ら
、

貸
付
を
受
け
た
年
月
の
２
倍
に

相
当
す
る
期
間
内
に
、
月
賦
ま

た
は
半
年
賦
に
よ
り
返
還

申
請
期
間

　
３
月
３
日（
月
）～
28
日（
金
）

※
申
請
期
間
外
に
貸
付
を
希
望

す
る
場
合
は
、
そ
の
都
度
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

教
育
課
総
務
班

☎（
84
）４
１
１
６

　

町
で
は
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
、
修
学
が
困
難
な
生
徒
に
対
し
、

奨
学
資
金
の
貸
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ご
存
じ
で
す
か

奨
学
資
金
貸
付
制
度

　

町
内
小
中
学
校
の
特
別
支
援

学
級
等
に
在
籍
す
る
児
童
・
生

徒
を
介
助
し
て
い
た
だ
け
る
方

を
募
集
し
ま
す
。

勤 

務 

先
　
町
内
小
中
学
校

仕
事
内
容

　
特
別
支
援
学
級
等
の
児
童
･

生
徒
の
介
助

勤 

務 

日

　
１
週
間
に
お
い
て
、
29
時
間

以
内
及
び
５
日
以
内

募
集
人
員

　
若
干
名

資　
　

格

　
資
格
は
問
い
ま
せ
ん
が
、
児

童
福
祉
業
務
に
精
通
さ
れ
た
方

時　
　

給
　
１
，
０
０
０
円

申
込
期
限

　
２
月
28
日（
金
）

※
詳
し
く
は
、
教
育
課
総
務
班

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

◆
問
い
合
わ
せ

教
育
課
総
務
班

☎（
84
）４
１
１
６

特
別
支
援
学
級

介
助
員
募
集

　
軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月

１
日
現
在
の
登
録
車
両
の
所
有

者（
ま
た
は
使
用
者
）に
課
税
さ

れ
ま
す
。

　
登
録
車
両
を
廃
棄
や
使
用
し

な
く
な
っ
た
場
合
は
、
廃
車
の

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
売
買
な
ど
で
所
有
者

が
変
更
に
な
っ
た
場
合
は
名
義

変
更
の
手
続
き
を
速
や
か
に

行
っ
て
く
だ
さ
い
。
手
続
き
を

し
な
い
と
、
所
有
を
し
て
い
な

く
て
も
軽
自
動
車
税
が
課
税
さ

れ
ま
す
。

　
な
お
、
引
越
し
等
で
住
所
が

変
わ
っ
た
と
き
も
、
住
所
変
更

の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

◆
手
続
き
・
問
い
合
わ
せ

◎
原
動
機
付
自
転
車
、
小
型
特

殊
自
動
車

　
税
務
課
課
税
班

　

　

☎（
84
）１
２
１
２

◎
二
輪
の
小
型
自
動
車
・
二
輪

の
軽
自
動
車

　
関
東
運
輸
局
千
葉
運
輸
支
局

　
☎
０
５
０（
５
５
４
０
）２
０
２
２

◎
軽
自
動
車（
乗
用
・
貨
物
）

　
軽
自
動
車
検
査
協
会
千
葉
事
務
所

　

☎
０
４
３（
２
４
５
）０
１
６
３

軽
自
動
車
の
廃
車
・
変
更
届
を
忘
れ
ず
に
！

　仕事の都合などにより、平日相

談に来られない方は、ぜひご利用

ください。

と　　き　2月9日（日）

　　　　　午前9時～正午

と こ ろ　税務課（本庁舎1階）

対象税目　町県民税・固定資産税・

国民健康保険税・軽自

動車税

そ の 他　国民健康保険の加入及

び喪失届も受付します。

◆問い合わせ
　税務課収税班　☎84－1212

休日納税相談


